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はじめに 

 

昨年７月に本市消防職員が貸金業法違反により逮捕されたことを受け、各職場において不祥事防止

チェックシートを活用して再発防止と公務員倫理の確立に取り組んでいた最中、本年１月１５日に基盤整

備部建設課職員が元土木建設会社役員と共謀し、架空工事を装って公金を騙し取った詐欺容疑で岐阜

県警に逮捕されるという事件が発生した。 

このことは、市政に対する市民の信頼を大きく損ねる由々しき事態を招くこととなり、それまでの取組み

が不祥事の再発防止に結びつかなかったという点で大変残念であるとともに、改めて市役所の体質の甘

さを露呈するものであった。 

この状況に鑑み、本市は不祥事の再発防止のために１月２７日に中津川市不祥事再発防止対策委員

会（以下「委員会」という。）を設置した。 

委員会は、副市長を委員長とし理事、各部等の長２1名により組織し、その下に課長級を中心とする４

つの作業部会(14名)及び係長級を中心とする５つのワーキンググループ(２６名)の６０人体制により、再発

防止についての議論と再発防止策の策定作業をスタートした。 

委員会、作業部会、ワーキンググループは役割分担をして事件の原因を探り、事件の背景を組織全体

の問題として捉え、再発防止と公正な職務遂行のための具体的な業務の改善策や組織・体制の見直し

などの検討を行い、〝不祥事を起こさない、起こさせない市役所をつくるために〟を主題とした「中津川

市不祥事再発防止委員会報告書」を再発防止策として取りまとめた。 

今後、職員が一丸となってこの報告書に従って再発防止に取り組むことによって、一日も早く市民の皆

様から信用と信頼が得られるよう努めるものとする。 
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※1 一人ひとりが個人の殻に閉じこもり、組織として仕事に取り

組まず、組織のみんなで議論することもなく、上司が部下をリー

ドせず育てることをしない気質 

 

Ⅰ 公金詐欺事件の概要 

 

元建設課職員は、住宅ローン返済等で家計が苦しく、その返済に困っていた。 市役所において、

従来から本来一線を画すべき業者との間において、馴れ合いがあったため、下水道課で知り合っ

た元建設会社役員から多額の借入を行った。 元建設会社役員と元建設課職員が共謀し、下水道工

事の変更契約において、積算設計の水増しによる工事代金（2 件計、約 500 万円）で捻出し、

返済に充てた。 
 返済能力がない中、道路建設係長として道路維持工事を所管することとなり、建設課所管の道路補修

工事の架空工事（3 件､計約 80 万円）を作り上げ､これを施工したものとして、ねつ造した見積

書や現場写真などを使って、同様の手口で中津川市から公金をだましとった。 
 

 

Ⅱ 不祥事発生の原因 

 

 

(１) 中津川市役所の職員気質の一つである｢個の気質｣※1 に

起因して、上司は部下に仕事を任せっぱなしとなり、部下

は｢個｣で仕事を抱え込むという状況が、公務員としての倫理観の欠如や規律違反につながった。 

(２) 本来一線を画すべき業者との関係において、職員の意識や仕事の進め方に馴れ合いがあり、その

ことが温床となった。 

(３) 関係する書類等のチェックや検査等が十分に機能していなかった。すなわち、市役所の組織として

チェック体制が確立されていなかった。 

(４) 業務に精通した職員として長期にわたって関係書類を一人で作成できる環境になっていた。 

(５) 職員の配置体制をみると、上司が異動により着任したばかりで職員や業務内容の把握が十分でき

ていなかったことと担当事務を定期的に変更するなどの措置が適正にとられていなかった。 

 

 

Ⅲ 作業部会 

 

不祥事の再発を防止するために、市役所の仕事を大きく四つの視点で分類し、作業部会を構成した。

その作業部会とは「工事・委託契約」、「物品購入契約」、「公金管理・団体会計」、「職員倫理」で、約一

ヶ月の期間をかけて再発防止策を検討し、まとめた。 

 

１ 工事・委託契約作業部会 

■ 現状と問題点 

（１） 工事・委託契約  

① 業務量が多く一人の職員に任せきりであり、一人の裁量で設計額の水増しや架空工事が可

能である。 

② 付帯工事や小規模業務は随意契約にすることが多いため、業者との癒着が発生する可能性
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がある。 

③ 中間検査において一人に任せることが多く、不可視部分の水増しや架空工事が可能である。 

 

（２） 少額工事（５０万円未満） 

① 業者見積りとすることが多く、業者判断に依存してしまい癒着が発生する可能性がある。 

② 現場数が多く完成確認を写真で判断してしまい架空工事が見抜けない。 

③ 担当者一人で発注から完成確認まで行えるため水増しや架空事業の発注が可能である。 

 

（３） 職場環境 

① 業者と担当者が１対１で打合せることが多く、なれ合いなどにより癒着に発展する可能性があ

る。 

② 書類等の管理が徹底されていないことが、適正な業務を行う意識の希薄化につながる。 

 

■ 再発防止策 

（１） 工事・委託契約 

① 複数人の職員での書類確認・現地確認を行うとともに、情報を共有するために、課・係内会議

を定期的に実施する。(Ｈ21.6 より) 

② 極力、入札による発注を行うこととし、やむを得ない随意契約の場合は理由を明確にする。 

③ 完成検査は、他部課又は第三者による抽出完成検査を実施する。 

 

（２） 少額工事（５０万円未満） 

① 複数の職員で見積りと現地確認を行う。 

② 発注書による事前依頼書を作成し、日時、場所、理由を明記し課長までの決裁を受けた後業

者へ発注書を送付する。 

③ 完成検査は、他部課又は第三者による抽出完成検査等を実施するとともに、広報会等への

工事箇所等の情報提供を行う。 

 

（３） 職場環境 

① 打合せ等は複数の職員により指定場所で行う。 

② 朝礼や終礼等を利用して職場内の整理整頓や厳正な物品・文書管理を徹底し、身だしなみ

をチェックすることにより、不祥事の起きる隙をつくらない職場環境の整備をする。 

 

■ まとめ 

工事・委託契約の業務は業者との接点が多く、不祥事の起きやすい環境であるため、より一層気を

引き締め、強い意志で公正公平な職務執行に努め、市民の公僕として奉仕をしなければならない。そ

の中で一人の職員で業務を担当していることが多いため、組織としてのチェック体制の甘さが生じてい

た。 

このため、組織として対応するために業務管理の見直しと体制づくりによる防止策としてまとめた。 

・ 設計から完成まで複数の職員による確認を行いチェック機能を高める。 
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・ 完了検査は、他部課又は第三者による抽出検査等を行う体制の確立を図る。 

・ 職場内の環境を整え、不祥事の起きる隙をつくらない職場体制をつくる。 

 

 

２ 物品購入契約作業部会 

■ 現状と問題点 

（１） 物品購入 

① 特殊性、専門性の高い物品購入の場合、業者が特定されるうえに打合せも多くなり、個で行っ

ていることから業者との癒着が発生する恐れがある。 

② 担当者（発注者）一人に購入手続きを任せると、流用や架空発注、不正経理等伝票操作などの

問題が起こる可能性がある。 

 

(2) 少額物品購入（10 万円未満） 

① 消耗品等少額の物品は、担当者（発注者）が発注から納品検査まで対応できることからチェック

体制に不備が生じ、流用や架空発注、不正経理等伝票操作などの問題が起こる可能性があ

る。 

② 業者との馴れ合い、癒着が発生する恐れがある。 

 

■ 再発防止策 

（１） 物品購入 

① 業者との打合せは複数の職員で対応し、個室での打合せは行わない。 

② 業者からの納品書の提出を義務付けし、担当者（発注者）以外の職員による納品検査を行い、

納品を確認のうえ、納品書に署名する。 

③ 納品検査は、不定期に監査委員等による抜き打ち検査を行う。 

 

（２） 少額物品購入（10 万円未満） 

① 発注前に発注届出書（統一様式を作成）を提出させ、細かな物でも購入前に所属長の承認を

受ける等したうえで発注する。 

② 購入品が納入された時、納品書と請求書のチェックを徹底する。担当者（発注者）以外の者が

納品検査を行い、納品書に署名する。 

③ 納品検査は、不定期に監査委員等による抜き打ち検査を行う。 

 

■ まとめ 

職員の不祥事再発防止策として、まず内部の者の目から物品購入に伴い不祥事につながると想定

される事例を洗い出した。そのうえで、内部のチェック体制の強化を図るとともに業者側へも発生防止

を呼び掛け、職員と業者の双方に緊張感を持たせることによる防止策としてまとめた。 

・ 公金で物品を購入している意識を高め、個から組織（複数人）で購入事務を行う。 

・ 担当者（発注者）以外の者が、納品検査でチェックする。 
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・ 物品の納品・管理について、不定期に監査委員等による抜き打ち検査を行う。 

・ 職員から業者へ不正を働きかけた場合の市への通報、連絡を、指名業者登録時などを利用し

て全業者に周知徹底する。 

・ 業者側も不正に加担した場合は、処罰等の対象になる旨の周知を図る。 

・ 職員に対しても上記の対応をとっていることを通知する。 

 

 

３ 公金管理・団体会計作業部会 

■現状と問題点 

① 税や保険料など公金を現金で受け取る場合、受取金額と金融機関への納入金額が同額か不

明である。 

 事後にチェックできるが、納入時には正しく納入されているか確認できない。 

② 施設使用料や窓口手数料など公金を現金で受け取る場合、利用者の人数把握が難しく、受

取金額と金融機関への納入金額が同額か不明である。 

 事後チェックが困難で、納入時にも正確に納入されているか確認できない。 

③ 資金前渡金や切手印紙等の普段の管理は所管課任せである。 

 所管課の管理状況が不明、不十分である。 

④ 補助金交付金の採択基準や対象経費が明確でない。 

 職員の補助金交付金に対する認識が不足している。 

⑤ 団体の通帳、印鑑を職員が管理している。 

 担当者一人で一括管理していて、現金の出し入れが容易にできる。 

⑥ 学校、幼稚園、保育所の給食費、学級費、修学旅行費の通帳、印鑑を教諭または職員が管

理している。 

 担当者一人で一括管理していて、現金の出し入れが容易にできる。 

 

 

■再発防止策 

① ②  公金収納は、複数の目で行うことでチェック機能を高める。収納金は速やかに金融機関

へ納入する。 

③ 資金前渡金や切手印紙等の管理は、管理台帳を整備し、出納員による定期的な確認を行う。 

④ 補助金交付金の採択基準や対象経費の明確化と、職員の意識改革を図る。 

⑤ 団体会計事務を原則職員は取り扱わない。例外として職員が団体会計事務を取り扱うときは、

通帳と印鑑をそれぞれ別の職員で管理する。 

⑥ 学校、幼稚園、保育所の給食費、学級費、修学旅行費については、通帳と印鑑を別の教諭

や職員で管理し、収支は所属長（校長等）の決裁を受ける。 

 

■ まとめ 

公金管理においては、職員が直接現金（公金）を取り扱うことが多く、また、団体会計の取り扱いでは、

その会計の預金通帳と印鑑を一人の職員で管理していることから、不正（横領など）が可能である。 

このような現状から、市民の市政に対する信頼を取り戻すためには、職員は公金管理と団体会計に

対する意識を高め、法令を遵守して、不正のない公正な市政運営の実現に全力を尽くすことを、職員

の共通認識とすることが大切である。 
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このため、公金の管理について改めて見直してみると、今までは、個々の職員が一連の仕事を一人

で処理できたことが分かり、不祥事発生の面から非常に憂慮されるものがあった。 

今後は、組織として公金管理を徹底していくことが、市民の財産を守り、安全安心な市民生活の実現

につながるので、担当者に任せきりにせずに複数の目で公金を管理していくことが重要であるとの観点

で、再発防止策をまとめた。 

 

（１） 公金管理の徹底と庁内コミュニケーションの強化 

・ 中津川市会計規則に基づく適正な手続きを行うために決裁権者の責務を再確認させる。 
・ 管理監督者の厳重なチェックと積極的なマネジメントを実践し、職員の公金管理意識を

高める。 
・ 日常業務における公金取り扱いと保管や管理を再点検し改善に取り組み、適正な公金管

理の徹底を図る。 
・ 業務の分担、相互監視による複数の目でチェックを行なうとともに情報の共有化を図る。 
 

（２） 団体会計への関わり方 

・ 市が補助金等を交付している団体に対し、市における公金管理と同様に団体会計が適正に執

行できるよう指導管理していく。 

・ 職員は、原則として団体会計事務を取り扱わない。 

 

（３） 学校及び幼稚園、保育所所管の現金 

・ 市における公金管理と同様に現金の取扱いが適正に執行できるよう指導管理していく。 

 

４ 職員倫理作業部会 

■ 現状と問題点 

（１） 一般服務  

① 欠勤、早退、遅刻などのルーズな勤務態度が時として見受けられるが、見て見ぬふりをしたりと、

管理職や同僚がそれを指導、注意する職場環境が不足している。 

② 挨拶ができない、立ち話にふける、身だしなみ、言葉遣い、電話の応対や接客態度が悪い、必

要な処理を怠ったり、理由なく遅延させる等の勤務態度不良や怠慢等が見られても、管理職や

同僚がそれを指導、注意する職場の環境が不足している。 

③ 家族などに仕事の情報を漏らす、重要書類等を机上に広げたままにする、FAX やメールの送付

を誤る等、秘密の漏えいにつながる個人情報や重要書類の取り扱い、情報送信時の操作誤り

や緩慢等に対する認識の甘さがあるが、それを指導、注意する職場環境が不足している。 

④ その他、職員の孤立、セクハラ、パワハラ等のいじめや職場でのコミュニケーション不足が問題

点として想定される。 

 

（２） 公務外非行関係 

① 家族殺傷事件、貸金業法違反事件という重大犯罪を職員が引き起こしたことにより、市に対する

市民の信頼が失われている。これは、職員一人ひとりの倫理の欠如、職員管理の不備・不足が
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原因として考えられる。 

② プライベートの事案において法令等に対する知識や認識の不足から、必要な手続きを怠るなど

の非違行為が想定される。個別事案においてどのような手続きが必要なのかを知らない、このく

らいのことは大丈夫だろうといった安易な考えが原因として考えられる。 

③ 自家用車を運転する際、ひき逃げ、飲酒運転等の凶悪なものやスピード違反、信号無視、駐車

違反等が想定される。日ごろからの交通安全意識が重要であり、これくらいなら大丈夫、見つか

らなければ大丈夫といった安易な考えが原因として考えられる。 

④ 業務上関係がある業者からの飲食接待、遊興、娯楽、旅行を共にする等の事案が想定される。

利害関係者との馴れ合いや依存心から付け入られる隙が生じ、これらが不正の温床となり、犯罪

の原因として考えられる。 

⑤ 法的には罰せられないものの、騒音や異臭、野焼きや路上駐車といった地域住民や隣近所に

与える迷惑行為が想定される。公僕たる市職員としての自覚不足やこのぐらいのことは大丈夫と

いった安易な考えが原因として考えられる。 

⑥ 日常生活において、自己の収入と不釣合いな借入行為、過度の遊興、娯楽による借入行為が

想定される。無計画或いは無謀な生活態度、好ましくない交友関係等が原因として考えられる。 

 

■ 再発防止策 

（１） 一般服務 

① 出勤管理システム等を導入し、遅刻、早退、欠勤をチェックし、悪質な場合は給料カットを含む

厳罰と公表を行う。 

② 服務マニュアルの作成、職員研修の実施により、勤務態度不良や怠慢に関する意識改革と是

正を義務付け、職員一人ひとりが市民から信頼される職員となるよう襟を正していく。 

③ パソコン使用や書類等の管理、個人情報や業務上知り得た情報等の取り扱いについて、管理

マニュアルを守り、その知識を向上させ、情報漏えいを防止する。 

④ 能力、適性に応じた人事配置、職員に対する教育訓練を行うとともに、職場でのコミュニケーショ

ンを密にし、いじめや職員の孤立防止を図り、組織として業務に取り組む。 

 

（２） 公務外非行関係 

① 当市で過去に発生した不祥事例や他の自治体における事例を「他山の石」とするほか、職員一

人の行いが市民、職場、家庭に与える影響の大きさを認識させるなど、職員の倫理意識の向上

を図る。 

② どのような行為が違反行為となるのか具体的な事例研究により、法令等に対する知識や意識を

高める機会を設けるとともに、プライベートのことであっても日頃から職場内で相談する習慣づけ

を行う。 

③ 飲酒運転等道路交通法にかかる悪質な違法行為のほか運転マナーについて、ミーティング等

により周知徹底し、それができているか定期的にチェックを行うほか、コミュニケーションを密にし

て、職員相互の声掛けにより防止していく。 

④ 職員の倫理意識の向上とそれに基づく行動を義務付けるとともに、それができているか定期的

にチェックを行う。また、特定の業務に同一職員が長期間従事しないよう、適切な人事管理によ

り、利害関係者との馴れ合いや依存心等不正につながる要因を排除する。 

⑤ 職場内ミーティング等で迷惑行為等もテーマとして挙げるなど職員の倫理意識の向上とそれに

基づく行動を義務付けるほか、各職員が地域行事に積極的に参加するなどして地域とのコミュ

ニケーションを図り、社会人としてのモラルの向上を図る。 
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⑥ 倫理観を養う勉強会、ライフプラン設計の研修会、行き過ぎた生活態度の自制を促す定期的な

チェックを実施する。 

 

■ まとめ 

職員倫理の面から再発防止策を導くにあたって、一般服務、公務外という切り口で議論を行った。い

ずれの場合も 

・ 勤務態度不良や怠慢に対し毅然とした態度で指導し、職場内で相互に注意し合える環境を

形成すること 

・ ミーティング、オン・ザ・ジョブ・トレーニング、職員研修等により、職員の知識や意識の向上を

図ること 

・ ルールが守られているかを職場内や外部から定期的にチェックすること 

が再発防止に不可欠であるが、現在の市役所においてはこの部分が不足しているとの結論を導き出し

た。 

「見て見ぬふり」「できるだけ関わらない」「勤務時間外のことには関知しない」といった職場風土が根

強く残っており、職員倫理の面においても市役所の４つの気質の一つである「個の気質」からの悪い影

響が現れている。仕事の進め方という部分からはもちろんのこと、業務以外のことであっても、「放ったら

かしにしない」「任せきりにしない」の精神で、組織として再発防止に取り組んでいくことが必要である。

また、他の自治体で起こった事例を「他山の石」とし、公務員としての本旨に今一度立ち返り、自分自

身の倫理感を公務中又は公務外にかかわらず再点検していく必要がある。 
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Ⅳ 全体のまとめ 

 

ミスや不正の発生要因はどのような事例でもその発生メカニズムに大きな違いはなく、市役所の四

つの気質の一つである「個の気質」、すなわち一人ひとりが個人の殻に閉じこもり、組織として仕事に

取り組まず、組織のみんなで議論することがなく、上司が部下をリードせず育てることをしない気質が、

今回の不祥事においても温床となったことがわかった。 

そこで、「個の気質」の打破を再発防止の基本に据え、現状と他市等の事例も踏まえて問題点を明

らかにし、不祥事再発防止の諸対策として職員が実行していくべき事柄をまとめた。以下にそれらを

総括するとともに、マニュアル・チェックシートの作成等具体化に早急に取り組むものとする。 

 

① 「放ったらかしにしない」「任せきりにしない」の精神で、複数の職員が業務に関わり、組織で仕事

を遂行できるよう、「個」の仕事のやり方から「組織としての仕事のやり方」へと根底から変えていく

こと。 

② 「業者等利害関係者とは一線を画す」職員の意識向上、ルール化及びそれをチェックする職場環

境をつくること。 

③ 不正やミスを防ぐ観点から、業務に関するマニュアルやチェックシートの整備を行うこと。 

④ 内部チェックシステムを強化し、それを補完する外部からの監査システムの手法の導入を図るこ

と。 

⑤ 市民が主役の行政を推進するために、市職員として公務員倫理にのっとった行動をとること。 

⑥ 公金は全て市民からお預かりした市民のお金であるという意識を持って仕事に取り組み、公金管

理を徹底すること。 

⑦ 他市の事例を「他山の石」として、職場ミーティングや「報告・連絡・相談」を実施して職場内のコミ

ュニケーションを密にするとともに、管理監督者のチェック能力を向上すること。 

 

 

Ⅴ 具体的な取り組みについて 

 

具体的な取り組みとしては、第１に規則やルールが実態に即し、不祥事の発生を防ぎ得るものかどう

かの検証、見直しを行うこと、第２にそれを守る職員一人ひとりが自己研鑽や職員研修等を通じてコン

プライアンスに対する意識を向上していくこと、第３に各所管におけるチェック機能が確実に働いている

かをチェックする仕組みを強化すること(監査委員事務局等庁内の独立したチェック部署や告発制度の

創設などを想定)の３つの側面から組み立てるものとする。 

ただし、チェックを厳重にすればするほど定常業務の割合が増加し、業務効率、ひいては事業推進

への影響が少なからず出てくることから、抜き打ち検査や第三者チェック等をうまく噛み合わせていくこ

とで、効率良くレベルの高いチェックを行い、市民の望む施策・事業の着実な推進と両立させていくも

のとする。 

 

職員一人ひとりが取り組むこと 

 

（１） 法令、規則、手続き等に対する知識と意識を高め、不知、誤認、怠慢等を排除する。 

・ 業者とは馴れ合いとならないよう一線を画す等職員倫理意識を向上する。 

・ 業務マニュアル等ルールを遵守する。 
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・ 報告-連絡-相談を意識して実践する。 

・ 職場内ミーティングを実施する。 

・ 職員研修を受講する。 

 

各所管で取り組むこと 

 

（２） 「個」で業務を行わせない等職員間相互及び職階に応じたチェックをルール化し、実行する。 

（３） 定期的に問題点を検証し見直しを行う。 

（４） 業務マニュアルの作成、遵守、見直しを行う。 

（５） チェックマニュアルの作成、見直しを行う。 

（６） チェックを実行する。 

（７） チェック結果を検証し、直すべきものは是正していく。 

 

市役所全体として取り組むこと 

 

（８） 発注、検査等を担当部署だけで完結しないルールをつくり実行する。 

（９） 各所管におけるチェックが適切に行われているかを、定期的及び抜き打ちでチェックを行う。 

（10） 各所管における業務手続きや職員倫理面を監視するため、監査委員事務局を充実し抜き打

ちチェック等を行うとともに、行政管理課等管理部門の取り組みを強化する。 

 

外部の目によりチェックすること 

 

（11） 監査委員等による不定期の抜き打ちチェックを行い、指摘事項やその対応策、結果等の情報

を共有する。 

（12） 広報会への情報提供等により外部チェックの仕組みを創設する。 

（13） 職員側からの不正な働きかけ等に対する取引業者等からの告発制度を創設する。 

 

 

Ⅵ 不祥事再発防止策の外部評価 

 

中津川市不祥事再発防止委員会でまとめた中津川市不祥事再発防止対策報告書（以下「報告書」

という。）が、実効性のあるものなのか外部有識者で構成する「中津川市不祥事再発防止対策評価・

提言委員会」を開催し、内容について検討していただき再発防止策に修正を加えた。以下に、

中津川市不祥事再発防止対策評価・提言委員会での意見を掲載する。 
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■ 外部委員会で出された意見 

項目 具体的な意見 報告書等での対応 

全体 ・ 中津川市不祥事再発防止対策報告書（以下「報

告書」という。）に記載されている対策は、具体的

取り組み（いつ、どういうふうにやるのか、誰が担

当なのか）が記されていない。 

 

 

・ 複数の職員で確認しながら事業実施するという

が、書類はどういう様式にするのか。 

 

 

 

・ 事務が適切に執行されているか確認するのは、

市役所の仕事に精通した人でないと駄目。他の

会社とは業務や書式が違う。書式についても変

更などをアドバイスしながらチェックを行うために

精通者が良いい。 

 

・ 部門別に取扱要領（規則）を作り、それに基づき

仕事をし、間違いがあった場合は「取扱要領で

はこう記されている」など皆の目で議論し変えて

いかないと問題のある事務取扱いは直らない。 

 

・ 人事考課を行うべき、その結果を昇任、昇給にも

反映させる。成績の悪い人はそれなりの部署へ

の異動が必要、職員数減少の環境では少数精

鋭主義をとらざるを得ない。それを行わないと職

員も育たない。人事考課で評価を行う人は複数

が必要、評価に違いがあった場合はしっかり話し

合う。 

 

・ 市役所職員が民間的な視野を持てないというこ

とから、会社を定年退職した人で、市の職務には

精通してないかもしれないが、安い報酬で民間

の視点でアドバイスを受けたらどうか。 

 

・ 各部署で取り組みが違うので、ちゃんとした人が

チェックする仕組みづくりを部署ごとに対策案に

盛り込んであるか。トップダウンでなく各部署で改

革できることを記載する。 

 

・ 部署により実施すべき対策の項目が異なる。全

ての部署で全ての項目を実施するのは無理。検

 報告書の「想定事案の抽出及び問題点の対

策」の中に「手法と実施時期」を明示しまし

た。 

 半年後に進捗状況を取りまとめ市長に報告し

ます。 

 

 「執行伺い」という様式があり、その中で規定

にそった運用（起票者と照合者の記名押印）

をしっかり行うことで複数の職員によるチェッ

クを行います。 

 

 監査事務局職員による抜き打ち検査を行い

ます。 

 

 

 

 

 業務によっては、取扱要領（規則）を作成し

運用していますが、見直しが充分ではなかっ

たため、６月以降見直しを進めます。 

 

 

 中津川市においても人事評価を実施してい

ます。 

評価の結果を昇任や昇給に反映させていま

す。 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 
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項目 具体的な意見 報告書等での対応 

査用のチェックを行う場合は、何万円以上など、

抽出条件を定めて実施すべき。実施する人によ

ってチェックが行われるものが違ってしまっては

いけない。 

 

・ 従来から実施していたり、様式は整備されている

のに実施していない対策がある。全ての対策を

実施するのでなく不正が起こりやすい部署で対

策を実施すれば良い。 

 

・ ６月以降全ての部署で一斉に対策を実施するの

でなく、それぞれの部署で徐々に実施したり、実

際の条件に合わせて変更を加え精度を高めて

いく。 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 対策の精度を上げる取り組みを

していきます。 

 

工事

委託 

・ 報告書の中で作成するとした「チェックシート」の

様式には、担当者や実施の日時が分かるように

して残す。手抜き工事の対策としても必要。部門

によってチェックする項目は変わる。 

 

・ 土木工事関係で中津川市ではしっかり中間検査

を行っているか。 

 

 

・ 公印が不要な案件（工事）については、何か他

の決裁が必要でないか。 

 

 

・ 抜き打ち検査、内部告発などでないと不正が暴

けない。工事関係については現場へ行かないと

不正は見抜けない。決裁区分が低いもの（課長

どまり）の事業に不正が起き易い。 

 

・ 悪いことをする人は、書類を完璧にしている。チ

ェックされるポイントが判っていてしっかり書類整

備しているので書類で不正を見つけるのは困

難。現場で不正を見つけないと無理。 

 

・ 外部（市民、業者）からの通報システム導入を進

める。 

 

 

 

 

 工事関係の契約や支払いに対するチェック

シートを作成しました。 

 

 

 

 規則で決められた手順（中間検査や完成検

査の実施）を厳守するようにします。 

 

 

 工事発注書を作成し、日時・場所・必要とな

った理由を明記の上課長まで決裁を受けるよ

うにします。 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 

 工事検査、現地確認を確実に実施します。 

 

 

 

 

 区長会に工事情報を提供し、市民の目でチ

ェックする仕組みをつくります。 

 市職員から業者に対して、不当な要求や不

正な働きかけがあった場合、市役所へ通報

する仕組みをつくります。 
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項目 具体的な意見 報告書等での対応 

・ 少額の工事を発注する場合、建設会社あてにも

工事を発注した通知を行うことにより（架空工事

の防止）チェックができる。 

 

 決裁後、業者へ発注書を送付する仕組みを

つくります。 

 

物品

購入

契約 

・ 公印が不要な案件については、何か他の決裁が

必要ではないか。 

 

 納品時に発注者以外の者で検品します。 

 

公 金

管 理

団 体

会計 

・ 公金管理の対策で帳簿台帳類は整備されてい

るか、少々金をかけても整備する、多少の投資

は必要。 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

職 員

倫理 
・ 各部署での朝礼は大切。スキンシップの環境づ

くり。 

 

 

 

 

 

・ 勤務管理をパソコンで行う場合、退庁時間によっ

て残業扱いとなり、不要な残業が発生することと

なるので、課長などの決裁者が認める形にしな

いと時間外勤務の扱いに問題が残る。 

 

・ 朝礼など実施していないところがあると、悪いほう

に流れてしまう。実施して少し期間が経過してい

るなら改めて徹底したほうが良い。 

 

・ 職員の異動は、不正防止に役立つがスペシャリ

ストが不在になる。指南役となる人が横のつなが

りを構築する。 

 

・ 能力や知識の無い人を配置すると、仕事を貯め

てしまいそれが事故につながる。上司はよく目配

りしなければならない。 

 ８時２０分から体操を行い、その後朝礼を行っ

ています。また、出勤情報管理システム（パソ

コン利用）も導入し、職員に拘束時間を認識

させています。 

終業時にはトワイライトミーティングを実施して

います。 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 実施の中で対応します。 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 人事異動時に考慮します。 

 

 

 

 Ｈ21.6 以降 人事異動時に考慮します。 

 

 

 

 

Ⅶ 今後 

 

・ この再発防止策を机上の空論に終わらせることのないよう、６月以降、各種の対策を実行に移

していく。 

・ H21.9 月末日の進捗状況を総務部において確認し、市長へ報告する。 



3/30

2/17

年度切替

市長へ報告 事務局

事務局

部会

3/25～29

事務局3/24

事務局

進捗

進捗

進捗

Ｗ・Ｇ 進捗

Ｗ・Ｇ ※

委員会 事務局

委員会 事務局

進捗

進捗

事務局

進捗Ｗ・Ｇ 事務局

事務局進捗

委員会の設置

部会

再発防止策として集約

部会

Ｗ・Ｇ

Ｗ・Ｇ

Ｗ・Ｇ

問題点を解決する方法のピックアップ(事例毎に)

1/28

1/27

報告書の構成等編集方針の協議

作業工程、方針の決定

部会

1/28
～

2/15

2/18
～

3/23

今回の不祥事が起きた原因、背景の考察

現状・想定事案及びそれらの問題点のピックアップ

Ｗ・Ｇが作成したまとめの総括

報告書素案の作成 部会

グループ間の記述内容・レベルの調整 部会

ピックアップした事例や問題点に漏れがないかの点検 部会

評価・提言委員会（外部）の設置 4/22 外部

委員会の指示に基づく修正 部会

委員会

委員会への報告、委員会での議論 委員会

※表示について
　・不祥事再発防止委員会⇒委員会
　・作業部会⇒部会
　・ワーキンググループ⇒Ｗ・Ｇ
　・進捗管理担当⇒進捗
　・不祥事再発防止対策評価・提言委員会⇒外部

追加現状・想定事案及びそれらの問題点のピックアップ 4/13～4/20 Ｗ・Ｇ 進捗

外部委員会の意見反映 5/25～26 委員会

市長へ報告(市民、議会への公表) 5/27

参考  不祥事再発防止策とりまとめの経緯

事務局

4/23～5/8 Ｗ・Ｇ

評価・提言委員会（外部）の開催 5/12・22 外部

外部委員会意見の反映（現状事案確認及び問題点のピックアップ）

事務局

事務局

委員会の開催 5/26 委員会 事務局

-14-
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工事・委託 
ワーキンググループ 
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■ 想定事案の抽出及び問題点と対策 

区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・事業量が多く一人の職

員に任せきりになってい

る。 

・担当者のみが内容を

把握していることにより

一人の裁量で設計額

の水増しや架空工事

が可能である。 

 複数人の職員での書類確

認・現地確認を実施する。

 各職場において職員が情

報を共有するために課・係

内会議を定期的に実施す

る。 

 複数の目で確認する（現

制度の再確認） 

 毎朝礼時に、「ほうれんそ

う」を実施 

 

 H21.6 から 

 

 H21.6 から 

 

設計 

・発注担当課に専門職が

在籍していない場合、業

者見積りとなることがあ

る。 

・設計が業者の見積り

となり適正な設計が出

来ない。 

 専門分野の職員の配置を

行う。 

 専門部署（他課）へ設計・

見積りの確認を実施する。

 複数の目で見積りのチェッ

クを実施する。 

 人事異動で実施する 

 

 導入済 

 

 チェック者は設計書に押

印する 

 H22.4 から 

 

 実施中 

 

 H21.6 から 

 

〈指名競争入札〉 

・入札までの関係書類の

管理が十分でなく、担当

者でなくても設計額・入

札参加業者を知ることが

出来る。 

・設計価格と入札業者

の情報の漏洩の可能

性がある。 

 

 関係書類を保管庫などに

鍵を掛けて管理する。 

 一般競争入札を含めた入

札制度と入札手続きの見直

しを行う。 

 入札情報の取扱責任者を

選任し情報を管理する。 

 各課が予算計上し、実施

する 

 調査研究中 

 

 

 取扱い責任者を課長とす

る 

 H22.4 から 

 

 H21 に研究する 

 

 

 H21.6 から 

 

１ 工事委託

契約 

契約 

〈随意契約〉 

附帯工事や小規模業務

は随意契約にすることが

多い。 

 

 

特定の業者に工事発

注できることにより、癒

着が発生する可能性

がある。 

 極力入札による発注とす

る。 

 随意契約を行う場合は、理

由を明確にする。 

 現行契約規則を再確認

し、規程にそった実施を

行う 

 

 H21.6 から 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

 検査 ・業務量が多く一人の職

員で管理しているため、

中間に行う不可視となる

前の検査も一人で実施

することが多い。 

・不可視部分の水増し

や架空工事が可能で

ある。 

 複数での中間検査の書類

確認、現地確認を徹底す

る。 

 完成時に他部課又は第三

者による抽出完成検査を実

施する。 

 課内での複数の職員でチ

ェックする 

 

 監査委員事務局にて実施

 

 H21.6 から 

 

 

 H21.6 から 

 

２ 少額工事

（５０万円未

満） 

設計 ・少額工事は工事ごとの

状況が異なり、一律の設

計とはいかないため業者

見積りに頼って設計して

いる。 

・業者の判断に依存し

てしまうことが多く、な

れあいが生じ、癒着が

発生する可能性があ

る。 

 複数で見積りや現地確認を

する。 

 課内での複数の職員でチ

ェックする 

 H21.6 から 

 

 契約 ・少額工事は、３０万円未

満は予算執行伺行為の

み、３０万円以上５０万円

未満は請書のみで発注

できるため、一人の職員

で担当している。 

・担当者個人で発注か

ら、完成確認まで行う

ため、水増しや架空事

業の発注が可能であ

る。 

 発注書による事前依頼書を

作成し、日時・場所・必要と

なった理由を明記の上課長

まで決裁を受ける。 

 複数で現地確認をする。 

 

 課内での報告、連絡、相談

の徹底をする。 

 決裁後、業者へ発注書を

送付する 

 

 

 課内で複数の職員でチェ

ックする 

 毎朝礼時に、「ほうれんそ

う」を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 H21.6 から 

 

 

 

 H21.6 から 

 

 H21.6 から 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

契約 ・特殊事業の場合、業

者が特定されてしまう。 

・特殊で継続的な事業

の場合、業者とのなれ

あいが生じ、癒着が発

生する可能性がある。

 他部課の同規模、同レベル

のものと比較によるチェック

を行う。 

 関係各課で実施する  H21.5 ２ 少額工事

（５０万円未

満） 

検査 ・現場数が多いため、す

べての完成確認が現地

で出来ない。 

・写真のみの検査とな

ってしまい架空工事が

見抜けない可能性が

ある。 

 複数で書類確認・現地確認

を徹底する。 

 工事写真、完成写真及び

職員が写った検査状況写

真の添付を実施する。 

 他部課又は第三者による

抽出検査を実施する。 

 地域の目による監視を実施

する。 

 課内で複数の職員でチェ

ックする 

 規定による取扱いを再点

検する 

 

 監査委員事務局にて実施

 

 広報会等への工事箇所

等の情報提供を行うシス

テムを構築する 

 H21.6 から 

 

 H21.6 から 

 

 

 H21.6 から 

 

 H21.6 から 

・施工業者の担当者と

市の工事担当者が一対

一で施工内容について

打合せを行うことが多

い。 

・業者との関係に正確

な判断が出来なくなり

癒着が発生する可能

性がある。 

 打合せは複数の職員で行

う。 

 課内で複数の職員でチェ

ックする 

 

 H21.6 から 

・事務室への出入りが

制限されていない。 

・情報の漏洩の可能性

がある。 

 打合せは指定場所（面談ス

ペースなど）で行う。 

 導入済み H21.1  実施中 

３ 職場環境

 

業者との

関係 

・発注者と業者の立場

の違いから上下意識が

ある。 

・担当者が不当な要求

をしても、業者が断れ

なくなる可能性があ

る。 

 

 発注者も業者も対等な立場

であることの意識を徹底す

る。 

 朝礼、終礼時に実施  実施中 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

 管理運営 ・書類や印鑑の管理の

徹底がされていない。 

・職員の自己管理の欠

如、職員相互のチェッ

ク体制の不備が適正

な業務を行う意識の希

薄化となる。 

 朝礼や終礼等を利用して

職場内の整理整頓や厳正

な物品及び文書管理を徹

底する。また、服装や身だ

しなみをチェックすることに

より隙を作らず、業者等から

の働きかけを受けにくい職

場環境を整備する。 

 朝礼、終礼時に実施。  実施中 
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物品購入契約 
ワーキンググループ 
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■ 想定事案の抽出及び問題点と対策 

区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

業者選定 ・特殊性、専門性の高

い物品であると業者が

特定されるうえに情報

収集のための打合せを

行う必要があり、特定の

業者との面談回数が多

くなる。 

・業者との癒着が発

生する恐れがある。 
 業者との打合せは複数の職

員で対応する。また、個室で

の打合せは行わない。 
 月毎に１社随契の件数、

業者を集計し契約担当課

に報告する 
 
 

 随意契約理由書を部長決

裁とする。（30 万円～50
万円未満の契約に適用） 

 契約管財課から各課へ通知

 
 

 月毎に担当課より契約

管財課へ連絡し、契約

管財課から公表。集計

方法公表方法を契約管

財課で検証する。 
 行政管理課で規則の見

直しを行ない実施 
 

 H21.6 から 
 

 
 H21.6 から 

 

 
 

 
 H21.6 から 

 

物品購入 

発注 
納品検査 

・業者からの納品の確

認検査は担当者（発注

者）が行っている。 

・流用や架空発注等

を行うことが可能であ

る。 
・従来、補助金、単費

に関わらず使いきり

の傾向がある。 

 納入業者からの納品書の

提出を義務付けし、担当

者（発注者）以外の職員が

納品検査を行い、納品書

に署名する。 
 補 助 金 、 単 費 に 関 わ ら

ず、年度末に集中しない

よう、計画的に執行する。 
 不定期に監査委員等によ

る抜き打ち検査を行う。 
 
 
 
 
 

 契約管財課から各課へ

通知（徹底） 
 
 
 

 企画財務課から各課へ

通知（再確認） 
 

 導入済 
 

 H21.6 から 
 

 

 

 
 H21.6 から 

 
 

 H21.4 各課通知 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

物品管理 ・物品（備品）管理シス

テムに登録後の管理に

ついて、状況確認を行

っていない。 

・物品の横流し、私的

利用を行うことが可能

である。 

 物品（備品）管理システム

について管理のできない

情報については必要に応

じて補助簿を整備し定期的

に物品の所在確認を行う。

 納品後一定期間（3 年以上）

を経過した物品については

不定期に監査委員による抜

き打ち検査を行う。 
 物品（備品）管理システム

範囲外の部署について同

システムもしくはそれに代

わるシステムを導入する。 

 契約管財課、または監査委

員事務局から各課へ通知 
 
 
 

 監査委員事務局が行な

う 
 
 

 未導入の部署において

導入の検証を行ない順

次導入 
 

 H21.6 から 
 

 

 

 
 H21.6 から 

 

 

 
 H21.6 から 

 
 

業者選定 ・担当者（発注者）が発

注し納品はその職員に

直接納品されている。 

・担当者（発注者）によ

る業者の固定化が見ら

れ、馴れ合い・癒着が

発生する恐れがある 

 市内業者を中心に地域・

利便性を考慮し１業者に

発注を固定しないよう配慮

する。 

 契約管財課から各課へ

通知 
 

 H21.6 から 
 

少 額 物 品

購入（10 万

円未満） 

発注 ・決裁が形式的であるこ

とや、発注そのものが 1
人でできるため、物品が

必要な担当者（発注者）

が安易に電話等により

発注してしまう。 

・必要性はもとよりそ

の使途について確認

できず、私的使用、

架空発注が可能であ

る 

 必要な物品について細か

なものでも購入前に、所属

長等の承認を受けるよう発

注届出書の提出を義務付

ける。 

 契約管財課にて様式を

作成し、各課へ通知し運

用する 
 

 H21.6 から 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

納品検査 ・納品が担当者（発注

者）に直接行われその

職員が納品検査を行っ

ている。 

・チェク機能が働かな

いため、適正な納品

がされたか疑われる。

・支払い担当者又は担

当者が行っており、支

払い担当者は事務的処

理のみで内容確認はし

ていない。担当者の場

合は、担当者＝発注者

である。 

・支払い内容のチェッ

クが不十分であり、納

品実態に適合してい

ない架空請求が可能

である。 

 担当者（発注者）以外の職

員が納品検査を行い納品

書に署名をする。 
 支払い担当者は、納品書

の納品検査事項を確認し

支払い事務を行う。 

 会計課から各課へ通知

（徹底） 
 

 会計課から各課へ通知

（徹底） 
 

 H21.6 から 
 
 

 H21.6 から 
 

・他目的予算の品目に

巻き変えて請求書を発

行してもらい、その請求

書のみで支払いするこ

とが可能である。 

・不要（私的）物品の

購入が可能である。 
 購入物品が納入されたと

き、納品書と請求書のチェ

ックを徹底する。 

 会計課から各課へ通知

（徹底）発注者と別の人

が納品確認を行う 
 

 H21.6 から 
 

少 額 物 品

購入（10 万

円未満） 

支払い 

・予算を各所属へ配分

し各所属で執行してい

る。 

・配分元で執行のチ

ェックができず、私的

使用、架空発注した

ものでも支払いしてし

まう。 

 各予算を配分せず一括で

持つことや、支払いや検

査の専門員を配置する等

して、執行管理を行なえる

よう、予算の持ち方、組織

の見直しを行なう。 
 
 
 

 人事課、行政管理課、企

画財務課にて検証する 
 

 H21.6 から 
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区 分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

 共通項目 ・職員、業者ともに公金

で物品を購入している

意識をさらに高める必

要がある。 

・公金の意識の欠如

が 不 祥 事 に つ な が

る。 

 市側から業者側へ働きか

けた場合の市への通報、

連絡体制を構築する。 
 指名業者登録時等に、業

者宛に事例をもとに処罰

等の対象になる旨を周知

する。 
 職員へも上記の対応を通

知する。 

 人事課、行政管理課、契

約管財課にて検証する 
 

 契約管財課から各業者

へ通知 
 
 

 人事課から各課へ通知

（徹底） 
 

 H21.6 から 
 
 

 H21.6 から 
 

 

 
 H21.6 から 
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公金管理・ 

団体会計 
ワーキンググループ 
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■ 想定事案の抽出及び問題点と対策 

区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

賦課に関する収

入 
例） 
税、保険料等 

歳
入
歳
出
現
金 

予約台帳や在

庫管理ができる

収入 
例） 
公民館講座等の

受講料、施設使

用料、し尿券等

金券 

・一旦、職員が現金

を受け取る場合、受

け取り金額と納入金

額が同額かの確認

行為が不十分であ

る。 

・事後にチェックは

できるが、納入時

には正しく納入さ

れているかどうかの

確認ができないた

め、不正（横領な

ど）が可能である。

▼市役所内（窓口） 
 収納時、応対者だけでなくお互い

に「注意の目」を向けるなど、複数

で対応する。 
 事後の処理は速やかに収入台帳

の消し込みを行う。 
 レジスタを導入する。（領収書の発

行、記録を残す。） 
 

 日計の集計回数を増やす。 
（午前・午後また数回行う。） 
 集計者と確認者は別の人で行う。

 集計時に直ちに調定を行う。 
▼市役所外（訪問など） 

 訪問による収納を徐々に減らして

いく。 
 収納時、応対者だけでなくお互い

に「注意の目」を向けるなど、複数

で対応する。 
 窓口外での料金等の受取りに現在

税務課等で使用している「払込書

（複写式・通番・領収書）」を導入す

る。 
▼共通の対策 

 集計後は速やかに金融機関へ納

入する。 

 
 収納台帳に受領者と確

認者が押印する。 
 

 関係各課で実施する。

 
 未導入の業務において

導入を検証する。 
 関係各課で実施する。 

 
 関係各課で実施する。

 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 

 払込書の印刷等様式を

平成21年 7月までに作

成する。 
 

 関係各課で実施する。

 

 
 H21.6 から 

 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から検証 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 

 H21.8 から 
 

 

 
 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

台帳管理ができ

ない収入 
例） 
プール、博物館

等の入館料、コ

ピー料金、窓口

手数料 

・利用者の人数把握

が困難である。 
・受取金額と納入金

額が同じかどうかの

確認行為が不十分

である。 

・事後のチェックが

困難であり、納入

時にも正しく納入さ

れているかどうかの

確認ができないた

め、不正（横領な

ど）が可能である。

▼共通の対策 
 レジスタを導入する。（領収書の発

行、記録を残す。） 
 収納時、応対者だけでなくお互い

に「注意の目」を向けるなど、複数

で対応する。 
 日計の集計回数を増やす。（午前・

午後また数回行う） 
 集計者と確認者は別の人で行う。

 集計時に直ちに調定を行う。 
 集計後は速やかに金融機関（夜間金

庫）へ納入する。（土日の利用料等） 
▼規則等で申請行為が伴うもの 

 収納時、応対者だけでなくお互い

に「注意の目」を向けるなど、複数

で対応する。 
▼申請行為が伴わないもの 

 自動券売機を導入する。 
 

 入場時・利用時に本人に一人ずつ

受付簿へ名前を記入してもらう。 

 
 未導入の業務において

導入を検証する。 
 関係各課で実施する。 

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 関係各課で実施する。

 関係各課で実施する。

 
 

 関係各課で実施する。

 

 
 

 未導入の業務において

導入を検証する。 
 関係各課で実施する。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 H21.6 から検証 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 
 H21.6 から 
 H21.6 から 

 
 

 H21.6 から 
 

 
 

 H21.6 から検証 
 

 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・つり銭は年一回

の口頭確認のみ

で、借用課でどの

ように管理している

か不明になる可能

性がある。 

 業務終了時に収入額とつり銭の集

計を行い、複数で確認を行う。 
 「いつ、だれが、どのように」をチェ

ックする。 

 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 までに 
 
 

資金前渡等の管

理 
例） 
つり銭、交際費 

・普段の管理は所管

課に任せられてい

る。 

・長期間に渡り多額

の現金が資金前渡

されるもの（交際費

等）は資金前渡後

の管理が所管課に

任せられているた

め不正（横領など）

が可能である。 

 原則、現金は保管せず預金通帳

で管理する。 
 管理台帳（出納簿）を整備する。 
 定期的に管理台帳と現金残金の

確認を出納員が行う。 

 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 関係各課で実施する。

 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 から 
 H21.6 から 

 
 

歳
入
歳
出
現
金 

公金管理 
例） 
はがき、切手、

印紙等の管理 

・購入後の管理が所

管課に任せられて

いる。 

・所管課に管理が

任せられているた

め、特定の職員だ

けが管理している

と不正（横領など）

が可能である。 

 購入と使用状況の把握ができる台

帳（チェック機能の含まれた）を整

備する。 
 １）現物は鍵の掛けられるところで保

管する。 
 ２）使用リストと払出台帳とを照合

し、使用数量を確認する。 
 ３）台帳と現物の確認を定期的に出

納員が行う。 

 関係各課で実施する。

 
 

 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

補助金・交付金 ・補助金・交付金の

交付申請内容が適

正かの審査が不十

分なものがある 
・採択基準と対象経

費が不明確である。

・対象事業の審査

が不十分のまま補

助金が支払われて

いる傾向がある。 
・支払い方法として

前金払いが多い傾

向にある。 
・事業者からの実

績報告の内容確認

（写真等の確認）が

不十分である。 
・実際に債権者本

人へ現金が渡され

たかどうかの確認

行為が不十分であ

る。 
・担当職員の補助

金に関する認識不

足のため、不適切

な補助金、交付金

が支出される可能

性がある。 

 補助事業の申請審査及び検査の

強化。 
 １）交付対象事業が交付要件を満

たしているか確認する。 
 ２）申請審査のチェック表を整備す

る。 
 ３）安易な「前金払い」を無くすよう

に団体にも理解を求め指導する。

 ４）対象事業の資金計画や予算執

行についても指導する。 
 ５）事業計画通りの内容が行われて

いるか検査する。 
 ６）確認検査は事業者立ち会いで

行う。 
 ７）現地確認又は写真での確認を

行う。 
 ８）採択基準と対象経費の明確化を

図る。 

 関係各課で実施する。

 申請審査等は企画財務

課から各課へ通知。 
 

 H21.6 から 
 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

代理での受領 ・本人に代わり代理

で職員が受け取る

場合がある。 

・書類上の不備はない

が、実際に債権者が受け

取ったかどうかの確認が

できないため、不正（横

領など）が可能である。 

 原則として代理受領はしな

い。 
▼例外として代理受領する場

合 
 代理受領者の台帳（通い簿）

を整備する。 
 １）代理受領者に職員を任命

した旨及び支払金額を明

記された台帳に課長印を押

印し、会計課で提示する。

 ２）会計課では代理受領者に

同額を渡した確認印を押

す。 
 ３）代理受領者は、受領金額

を債権者に確認し、確認印

を台帳に押印したうえで、

債権者に現金を渡す。 

 関係各課で実施する。

 
 
 

 台帳様式を平成 21 年 7

月までに作成する。 
 

 H21.6 から 
 
 
 

 H21.8 から 
 
 

歳
入
歳
出
現
金 

職員の出張旅費 ・所属長は復命書の

内容をどのように審

査し、決裁している

かが所管課により格

差がある。 

・復命書の内容が不十分

なため、不適切な旅費が

支払われる可能性があ

る。 
・概算払いのとおりの出

張が行われているか審

査が不十分なため、不適

切な旅費が支払われる

可能性がある。 

 復命書は、出張の「検査調

書」ともいえるものなので、復

命内容の書き方に差がない

ように、旅費の支給内容につ

いて必要最低限の復命事項

を明確に表記する。 

 旅費支給の手続きを再

確認する。 
 
 

 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

歳
入
歳
出
外
現

金 歳計外現金に関

するもの 
例） 
契約保証金 
所得税控除分 

・所管課が把握して

いるだけで、所管課

でも管理は不十分

である。 

・所管課での管理体制が

不十分なため不適切に

支払われる可能性があ

る。 

 所管課は、管理台帳（出納

簿）を整備し出納員による定

期的な確認をする。 

 関係各課で実施する。

 
 
 
 

 H21.6 から 
 
 

備品等の管理に

関するもの 
例） 
備品の管理、絵

画、書籍類。 

・備品台帳と備品の

確認が不十分であ

る。 
・市有財産の私物化

が可能である。 

・台帳に記載されていな

いものは私物化される可

能性がある。 
・台帳に記載されている

が現物の無い物は、安

易に廃棄がされた可能

性がある。 
・台帳に記載されない備

品は、安易に廃棄される

可能性がある。 

 備品の管理に関する規定を

再確認し規程にそった管理

を行う。 
 
 

 関係各課で実施する。

 
 
 

 H21.6 から 
 
 

財
産 

有価証券等の管

理に関するもの

について 

・上場されていない

株券等は、会計課

の金庫から簡単に

出し入れができる。

･上場株券は電子化

の移行完了により株

券の保管は無い。 

・会計課から持ち出す場

合の確認行為が簡易で

ある 
・所管課及び担当者が持

ち出した後の管理がどの

ようになっているか不明

なため、紛失や遺失の可

能性がある。 

 所管課は会計課からの持ち

出しと預け入れの確認が出

来る台帳を整備する。 
 持込み時、所管課は封筒を

封印し持ち込み、抜き取り防

止を図る。 

 関係各課で実施する。

 

 
 会 計 課 か ら 各 課 へ 通

知。 
 
 

 H21.6 から 
 

 
 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

団
体
会
計 

団体会計に関す

るもの 
例） 
団体会計の管

理、公民館講座

の実費徴収（料

理教室の材料費

等） 

・団体の通帳、印鑑

を市職員が管理し

ている。 

・決裁内容が不明であ

る。 
・帳簿、支払伝票と収入

伝票が整理され、適切な

処理が行われているか

不明である。 
・担当者一人で通帳と印

鑑の一括管理をし、現金

の出し入れが容易にでき

るため不正（横領など）の

可能性がある。 
・会計処理の手続きに所

管課により差がある。 
・団体の長が決裁（承認）

しているか不明なため不

正（横領など）の可能性

がある。 

 原則として団体会計は取り

扱わない。 
▼例外として団体会計を取り扱

う場合。 
 原則、現金保管をせず通帳

で管理する。 
 団体長の決裁（承認）を受け

て会計処理を行う。 
 通帳と印鑑を預かる場合、そ

れぞれ別の人で管理する。

 常に通帳の記帳を行い、残

高を明確にする。 
 必要に応じて定期的な残高

証明の発行を受ける。 

 関係各課で実施する。

 

 

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 関係各課で実施する。

 
 
 

 H21.6 から 
 

 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

給 
食 
費 
・ 
学 
級 
費 
・ 
修 
学 
旅 
行 
費 

給 食 材 料 の

実 費 徴 収  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各学校、各幼稚

園及び各保育所で

口座を開設。毎月

保護者から口座振

替により集金し、市

へ入金する。教諭

または市職員が通

帳、印鑑を管理し

ている。 
･直 接 本 人 から

市 へ納 付 をして

いない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・担 当 者 一 人 で

通 帳 と印 鑑 の一

括 管 理 をし、現 金

の出 し入 れが容

易 にできるため横

領 や不 正 流 用 の

可 能 性 がある。  
・市 への振 替 の

際 、各 学校長等が

決 裁 （承 認 ）して

いるか不 明 なため

横 領 など不 正 の

可 能 性 がある。  
・未 収 納 の整 理

で現 金 を受 け取

る場 合 保 管 等 管

理 が不 十 分 であ

る。  
･直 接 市 へ 納 付 し

て い な い こ と で 、

上 記 の 問 題 点 が

想 定  される。  

 原 則 、現 金 保 管 をせず通

帳 で管 理 する。  
 通 帳 と印 鑑 は、それぞれ

別 の人 で管 理 する。  
 各学校長等の決裁（承認）を受

けて入金処 理 を行 う。  
 常 に通 帳 の記 帳 を行 い、

残 高 を明 確 にする。必要

に応じて定期的な残高証明の

発 行 を受 ける。  
 未 収 納 整 理 において、集

金 の日 の翌 日 までには入

金 処 理 を行 う。集 金 時 、

応 対 者 だけでなくお互 い

に「注 意 の目 」を向 けるな

ど、複 数 で対 応 する。  
 未 収 納 の集 金 時 の受 取

に現 在 税 務 課 等 で使 用

している「払 込 書 （複 写

式 ・通 番 ・領 収 書 ）」を導

入 する。  
 今 後 、市 へ納 付 するまで

の方 法 （システム）につい

て、協 議 検 討 する必 要 が

ある。  

 関係各課で実施する。 
 

 関係各課で実施する。 
 

 関係各課で実施する。 
 

 関係各課で実施する。 
 

 

 
 関係各課で実施する。 

 
 
 
 
 

 払込書の印刷等様式を

平成 21 年 7 月までに作

成する。 
 
 

 業務管理システムの導

入を検証する。 
 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 から 
 

 

 
 H21.6 から 

 

 

 

 

 
 H21.8 から 

 

 

 

 
 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

学 級 費 、 修

学 旅 行 費  
・各学校、各幼稚

園及び各保育所の

学年単位で口座を

開設。毎月保護者

から口座振替によ

り集金し、教諭また

は市職員が通帳、

印鑑を管理してい

る。 
 

・担 当 者 一 人 で

通 帳 と印 鑑 の一

括 管 理 をし、現 金

の出 し入 れが容

易 にできるため横

領 や不 正 流 用 の

可 能 性 がある。  
・未 収 納 の整 理

で現 金 を受 け取

る場 合 保 管 等 管

理 が不 十 分 であ

る。  
･支 出 の際 、手 数

料 の経 費 節 減 の

ため主 に現 金 扱

いとされ、不 正 流

用 の可 能 性 があ

る  

 通 帳 と印 鑑 は、それぞれ

別 の人 で管 理 する。  
 常 に通 帳 の記 帳 を行 い、

残 高 を明 確 にする。必要

に応じて定期的な残高証明の

発 行 を受 ける。  
 未 収 納 整 理 において、集

金 の日 の翌 日 までには入

金 処 理 を行 う。集 金 時 、

応 対 者 だけでなくお互 い

に「注 意 の目 」を向 けるな

ど、複 数 人 で対 応 する。

 集 金 時 の受 取 に現 在 税

務 課 等 で使 用 している

「払 込 書 （複 写 式 ・通 番 ・

領 収 書 ）」を導 入 する。  
 各学校長等の決裁（承認）を受

けて支出を行 う。  
 原 則 、支 払 は口 座 振 込 と

する。現 金 扱 いの支 出 は

「いつ、だれが、どのように」に

ついて複 数 人 で確認チェッ

クし、納 品 等 を確認する。

 関係各課で実施する。 
 

 関係各課で実施する。 
 
 
 

 関係各課で実施する。 
 

 

 

 

 
 関係各課で実施する。 

 

 

 
 関係各課で実施する。 

 
 関係各課で実施する。 

 
 
 
 

 H21.6 から 
 

 H21.6 から 
 

 

 
 H21.6 から 

 

 

 

 

 
 H21.6 から 

 

 

 
 H21.6 から 

 
 H21.6 から 
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職員倫理 
ワーキンググループ 
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■ 想定事案の抽出及び問題点と対策 

区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・欠勤又は早退 ・正規の届出等なしに欠

勤、早退を行う。 

・職場の雰囲気がルーズ。

 管理職がチェックし、

注意する。 

 悪質な場合は、給料

カット等の厳罰を課

し、公表する。 

 出勤管理システム

により行う 

 悪質な場合服務審

査委員会を開催し

随時公表する 

 

 H21.6 から 
 

・始業時刻を守らない。 (遅

刻) 

・管理職がチェックをしな

い。 

・見て見ぬふりをする。 

 勤務時間をチェック

し、人事課への報告

義務を課す。 

 タイムカードの導入 

欠勤・早退・遅

刻 

・始業時刻ギリギリに勤務に

付く。 

・基本的に誰からも咎めら

れることがない。 

・始業開始時刻に遅れな

ければ良いという考えがあ

る。 

 始業開始１０分前に

全員集まって朝礼、

体操等を行う。 

 始業開始時刻以外の

チェックポイントを設

定し、管理職の責任

業務とする。 

 出勤管理システム

により行う 

 

 H21.6 から 
 

一 

般 

服 

務 

虚偽の報告 ・休暇、出張命令書、時間外

命令書等で、偽った申請又

は命令を出す。 

・偽った申請、命令。 

・決裁をする管理職が、把

握していない。 

・チェックしないで許可し

てしまう。 

 申請が本当に必要な

ものかを確認する。 

 決 め ら れ た 命 令 系

統、手続きを守る。 

 朝礼、夕礼の徹底。 

 

 

 

 5 月の部長会で夕

礼時に時間外の命

令を行うことを周知

徹底し、6 月から実

施する。 

 H21.6 から 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・挨拶をしない。(市民及び職

員間) 

・居眠り、二日酔い、倦怠的

な姿勢や態度で勤務する。 

・通路、階段等で度を越えた

長い立ち話をする。 

・勤務中にデスクで菓子など

の飲食を行う。(水分補給以

外の目的) 

・１日に何回も喫煙室に行き

時間を費やす。 

・行き先を告げず、長時間所

在不明になる。 

・基本的に誰からも咎めら

れることがない。 

・基準が明確でない。 

 

 研修、やオンザジョブ

を通じて、職員の意

識改革を図る。 

 外部に巡視を委託す

るなど抜き打ち調査

により抑制を図る。 

 各課朝礼実施中 

 

 

 接遇研修の講師が

行う。 

 

 

 

 抜 き 打 ち な

ので実施予

告なし。 

勤 務 態 度 不

良・怠慢・注意

義務違反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務と関係ない私的な携

帯、パソコンメール、インター

ネットの閲覧。 

・現場を見られない限り発

覚することがない。 

 パソコンの場合はログ

を管理し、問題のある

場合は電算室から管

理職に通知する。 

 部長会で周知徹底

し、実施する。 

 H21.6 から 
 

・勤務中に業務と関係のない

私的な用務(町内会、ＰTA、

子どもの所属する団体事務

等)をデスクで行う。 

・現場を見られない限り発

覚することがない。 

 管理職が抜き打ち的

にチェックする。 

 職場に持ち込まない

ことを徹底する。 

 実施中  一 

般 

服 

務 

勤 務 態 度 不

良・怠慢・注意

義務違反 

・出張時に公務が終わっても

すぐに帰庁せず、業務に関

係 の ない 場所 で時 間を潰

す。 

・庁舎から一歩出ると帰庁

するまで行動の詳細は把

握しにくい。 

・公務先の都合により予定

時間がずれることがある。 

 出張前に日程につい

て書面により管理職

に申告する。 

 

 

 実施中  
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・勤務中に公務を装い又は

公務に乗じて私用を済ます。

 市内等の簡易な公務

については、口頭で

管 理 職 の 承 認 を 得

る。 

 実施中  

・勤務中に飲食店や娯楽店

に出入する。 

 食事等やむを得ない

場合は、管理職の承

認を得る。 

 実施中  

・清潔の保持、適切な服装等

市職員としての身だしなみが

できない。 

・言葉遣い、電話の応対、接

客態度が悪い。 

・机や書類の整理整頓がで

きない。 

・届出書等の書類や物品を

遺失する。 

・正当な理由なく管理職の命

令を守らない。又は無視す

る。 

・必要な処理を怠ったり、理

由なく遅延させる。 

・コミュニケーション不足 

・基準が明確でない。 

・厳しく指摘する環境がで

きていない (管理職が甘

い) 。 

 朝礼、夕礼の徹底。 

 基準を明確にする。 

 上司は遠慮すること

なく指導する。 

 研修、マニュアル等

の作成を行い、職員

の意識改革を図る 

 

 

 

 改 善 さ れ な い 場 合

は、懲戒処分も辞さ

ない態度で臨む。 

 実施中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部長会で強い態度

で臨むという意思統

一を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 H21.6 から 
 



- 39 - 

区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・勤務時間内にできる仕事を

残業して行う。 

・仕事の能率が悪い。 

・時間内に仕事を処理す

るという意識が足りない。 

・上司の業務管理ができ

ていない。 

 執務内容を上司がし

っかり把握する。 

 月末の時間外勤務命

令集計で分析し、業

務改善を図る。 

 5 月の部長会で夕

礼時に時間外の命

令を行うことを周知

徹底する。 

 管理職の仕事なの

で実施中 

 H21.6 から 
 

窃盗、横領 ・切手類、事務用品、通信機

器又は複写機を私的に使用

する。 

・公私の区別が出来てい

ない。 

 職員教育を行い、意

識改革をする。 

 実施中  

・家族や近所の人に仕事の

情報を話す。 

・話してはいけないことを

話題にする。 

・携帯番号などの個人情報を

本人の了解を得ずに第三者

に教える。 

・個人情報取扱の重大性

を認識していない。 

 職員教育により意識

改革をする。 

 家族、知人若しくは地

域 又 は 公 の 場 所 で

は、業務に関する話

題は避ける。 

・間違いFAX又はメールを送

ってしまう。 

・操作ミス又は不注意。  送り先の番号を複数

回復唱してから送る。

・重要書類等を机の上で、第

三者が容易に閲覧できる状

態になる。 

 

・重要書類という重大性を

認識していない。 

 

 パソコン、書類の格納

箇所を決め放置しな

い。 

 席を離れるときは、書

類、パソコンを閉じる

ことを徹底する。 

 

 実施中（Ｅ－ラーニ

ング研修） 

 5 月の部長会で周

知徹底し、6 月から

実施する。 

 
 

 H21.6 から 
 

一 

般 

服 

務 

秘密漏洩 

・第三者のいる窓口で必要

以上に、個人情報を言う。

（住民情報など） 

・個人情報取扱の重大性

を認識していない。 

 番号札を作り、名前

で 呼 ば ず 番 号 で 呼

ぶ。 

 窓口関係課で必要

があれば調整会議

を行う 

 今年度中に

検討 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・業務に関係ない情報の検

索又は資料の閲覧を行う。 

・興味本位な職権乱用。  検索、閲覧方法を改

善する。 

 職員教育の徹底。 

 実施中  

・家に業務データなどを持ち

帰ったことにより、インターネ

ット等を通して情報が外部に

漏れる。 

・個人情報取扱、情報漏

洩の重大性を認識してい

ない。 

 自宅に秘密情報を持

ち帰らない。 

 実施中  

・いじめ 

・職員の孤立 

・職場でのコミュニケーショ

ン不足。 

 

 職場でのコミュニケー

ションを図る。 

 部下が管理職を評価

する体制を作る。 

 能力、適性に応じた

人事配置。 

 職員に対する教育訓

練を行う。 

 5 月の部長会で周

知徹底し、6 月から

実施する。 

 実施中 

 適材適所の人事異

動を行う 

 実施中 

 

 H21.6 から 
 

 

 
 H22.4 から 

 
 

セクハラ・パワ

ハラ等 

・不倫 

・他人の体に触る、又はわい

せつな言動若しくはメールを

発する。 

・特定の異性に倫理を超

えた好意を持つこと。 

・相手の気持ちを無視した

身勝手で一方的な感情。 

 職員に対する教育訓

練を行う。 

 管理職を対象とし

た倫理研修を実施

 H21.10 から

 

・放火、殺人、強盗、麻薬・覚

せい剤等所持・使用等の免

職相当の非違行為 

公
務
外
非
行
関
係 

犯罪的行為 

・横領(公金以外)、窃盗、詐

欺・恐喝、貸金業等の免職又

は停職相当の非違行為 

・犯罪に対する知識や認

識が不足している。 

・犯罪に対する意識は、職

員一人ひとりの生い立ち

や生活環境に拠るところ

が大きい。 

 社会に与える影響、

家庭・職場に与える

影響の大きさを認識

させるため、職場内ミ

ーティング、研修等を

実施する。 

 管理職を対象とし

た倫理研修を実施

 H21.10 から

 



- 41 - 

区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

・傷害、賭博、淫行、痴漢行

為、ストーカー行為等の停

職・減給相当の非違行為 

・暴行・喧嘩、器物損壊、酩

酊による粗野な言動等の減

給・戒告相当の非違行為 

・軽犯罪法、廃棄物処理法

等各種法律で禁止される非

違行為 

・法に定める手続きを行わな

い非違行為 

・自動車税等の税金の滞納

や、使用料、利用料、料金等

の未納といった非違行為 

・犯罪に当たる行為かどう

かの知 識や 認識が乏し

い。 

・「このぐらいのことは大丈

夫」という安易な考えで違

反する。 

 

 どのような行為が違反

するかを知識として

習得するため、職場

内ミーティング、研修

等を実施する。 

 

 管理職を対象とし

た倫理研修を実施

 H21.10 から

 

運転上の犯罪

的行為 

・飲酒運転。(酒気帯び運転

を含む) 

・ 「 自 分 だ け は 捕 ま ら な

い」、「捕まらなければやっ

ても良い」という安易な考

えがある。 

・「少しの量なら」、「少しの

距離なら」という誘惑に負

ける。 

 社会や家庭・職場に

与える影響の大きさ

を認識させるため、職

場内ミーティング、研

修等を実施する。 

 職場での飲酒を伴う

会等の際には、職員

相互で自家用車使用

を 厳 し く チ ェ ッ ク す

る。 

 実施中  
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

運転上の犯罪

的行為 

・暴走行為、信号無視、違法

駐車等により重大な事故を

誘発する自動車運転上の非

違行為並びにひき逃げ及び

当て逃げ行為 

・「自分だけは大丈夫」、

「見つからなければ大丈

夫」という安易な考え。 

・事故を起こすまで危険性

を認識しにくい。 

 重大な違反行為によ

り事故を起こした、若

しくは検挙された際

の社会に与える影響

又は家族、職場に与

える影響の大きさを

認識させるため、職

場内ミーティング、研

修等を実施する。 

 5 月の部長会で周

知徹底し、生活環

境部で運転上の犯

罪行為のチェック

シートを作成し職

員に行わせる。そ

の後は各部の特性

に応じたチェックシ

ートを作成し毎月

チェックシートを換

える。 

 H21.6 から 
 

公
務
外
非
行
関
係 

利害関係者と

の間で禁止さ

れる行為 

・金銭又は不動産の贈与又

は貸付を受ける行為。 

・借金の肩代わり又は保証を

してもらう行為。 

・役務の無償提供を受ける行

為 

・飲食の接待を受ける、又は

同席する行為。 

・遊興、娯楽又は旅行を共に

する行為 

・利害関係者との馴合い

又は依存心から芽生える

心の隙。 

 社会に与える影響、

家庭・職場に与える

影響の大きさを認識

させるため、職場内ミ

ーティング、研修等を

実施する。 

 特 定 の 業 務 に 長 期

間、同一職員が従事

しないよう人事管理を

行う。 

 

 

 

 管理職を対象とし

た倫理研修を実施

 

 

 

 

 人事課において適

切な人事異動を実

施する。 

 H21.10 から

 

 

 

 

 
 H21.4 より 
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区分 項 目 
現状又は 

想定される事項 
問 題 点 対   策 手  法 実施時期 

迷惑行為 ・法的には罰せられないが、

地域住民、隣近所に迷惑を

かける行為 

（夜遅くまで騒ぐ、路上駐車

等） 

・「これくらいは大丈夫」と

いう安易な考え。 

 社会人としてのモラル

を養うための職場内ミ

ーティング、研修等を

実施する。 

 地域とのコミュニケー

ションを図り、地域行

事に積極的に参加す

る。 

 管理職を対象とし

た倫理研修を実施

 

 

 特に地域での行事

に参加するよう部

長会で徹底 

 H21.10 から

 

日常生活上の

過度な借入行

為 

・自己の収入と不釣合いな過

度の借入行為 

（家の新築、車の購入等） 

・過度な遊行、娯楽等による

借入行為 

・無計画或いは無謀な生

活態度から生じる借入 

・好ましくない交友関係等 

 倫理観を養う教育や

ライフプラン設計の研

修会を行う。 

 自制を促すための定

期的なチェックを実

施する。 

 部長会で周知徹底し

実施する。 

 

 実施中 

 H21.6 から 
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「他山の石」 
ワーキンググループ 
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■ 他自治体の不祥事事例 

※情報の中で特に言及されていない事項は空欄としている。 

№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

1 工事委託 高齢化社会対策部の係長が架空工

事を発注し、業者から20回にわたって

150 万円分の旅行券を受け取り、金券

ショップで換金していた。 

・本人に多額の借

金 

本人：懲戒免職 

上司：減給 

・調査検討プロジェ

クトチーム設置 

2 工事委託 水道事業会計の支払業務を担当して

いた男性職員が業者に支払う修理費

など 684 万円を、振り込み先を改ざん

して自分の口座に入金する手口を繰

り返していた。 

・ 業務チェックの不

備、コミュニケーシ

ョンの不足、１人に

会計事務をまかせ

きりにしていた。 

本人：懲戒免職 ・公金管理の定期

点 検 マ ニ ュ ア ル

の整備、公益通

報制度の活用 

3 工事委託 上下水道課主任は簡易水道事業に

絡み、入札で便宜を図り、業者から見

返りとして韓国旅行や飲食、観劇など

２３万円分の接待を受けた疑い。 

   

4 工事委託 県土木事務所の道路課長が橋の設計

業務で便宜を図る見返りに設計会社

から４０万円を受け取った。指名競争

に当該会社を参加させたうえ、予定価

格を漏らした。 

・指名業者の原案

を作る道路課長

の権限を悪用し

た。 

  

5 工事委託 県道路維持課係長が工事会社役員と

共謀し、架空のトンネル照明設備の修

繕工事に関する書類を提出し公金を

詐取した。 

 本人：懲戒免職  

6 工事委託 市職員が市内の水源施設の機械が故

障したと偽り、維持管理の下請けをし

ていた業者がポンプを交換する架空

の工事を行ったことにして代金１０３万

円を業者と折半した。 

・上司にあたる課長

補佐が現場を確

認して書類に押印

する規則になって

いるが、実際は書

類上のやりとりが

常態化していた。

  

7 工事委託 ダムに関連して市が発注した水源地域整

備実施計画策定業務をめぐり、指名業者

の選定や予定価格の漏洩に便宜を図っ

た見返りに、現金を他人名義の隠し口座

に入金していた。 
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№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

8 物品購入 平成 16 年から平成 18 年度にかけて、

物品を購入した事実がないにもかか

わらず虚偽の会計書類を作成し、事

務用品販売業者の銀行口座に県費

約 600 万円を入金させてことにより、公

金を詐取した。 

 

・消耗品の払い出

しがきちんと管理

さ れ て い な か っ

た。 

本人：懲戒免職 ・「職員倫理週間」

を設定 

・「不祥事防止チェ

ックシート」作成 

「不祥事事例

集」の作成 

9 物品購入 物品を購入した実績がないにもかかわ

らず虚偽の会計書類を作成し、事務

用品販売業者の銀行口座に入金させ

た後、事務用品販売業者から 365 万

円を返金させ、私的に費消した。 

 

・消耗品の払い出

しがきちんと管理

さ れ て い な か っ

た。 

本人：懲戒免職 ・「職員倫理週間」

を設定 

・「不祥事防止チェ

ックシート」作成 

・「不祥事事例集」

の作成 

10 物品購入 文房具架空発注「預け」による裏金資

金づくり組織的 ・裏金資金私的流用 

 ・物品調達の事務

処理に関する再

発防止策 

11 公金管理・ 

団体会計 

外郭団体（市の補助金で運営）の会計

を担当していた男性職員が、自己名

義のクレジットカードでデジタルビデオ

カメラやノートパソコンなどを購入した

領収書を支出決定書に添付し、協議

会の口座から現金を引き出すなど計５

回公金を着服した。 

 

・当該職員は課長

名 の 印 鑑 を 購

入、係長の印鑑も

自由に使うことが

できる状態にあっ

た。 

本人：懲戒免職

上 司 ： ３ 人 を 戒

告・減給 

 

12 公金管理・ 

団体会計 

重度障害者を対象とした生活用具給付事

業の給付券が不正に使用された公金詐

欺。障害者が市指定の福祉器具販売会

社からベッドなどを購入したように装い、

公印を不正に押して虚偽の記載をした給

付券４枚を使って、市から計約６３８万円

をだまし取った。詐欺未遂、有印公文書

偽造・同行使の疑いで職員を逮捕。さら

に異動後の観光振興課で、同課が事務

局である「観光事業推進協議会」「旅館振

興協議会」からポスター印刷代を着服す

るなど計約７００万円を横領していた。 

 

 本人：懲戒免職 ・臨時局長会で綱

紀粛清を申し合

わせ、全職員に

チェック機能の点

検・見直し、公文

書・公印の管理徹

底を通達した。 
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№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

13 公金管理・ 

団体会計 

保育所で、給食調理員が給食に使う

牛乳や肉類を日常的に水増し発注し

ていた。必要量の３倍以上の発注をし

た日もあり、水増し分は 29 万４千円 

 

 本人：２人懲戒免

職 

上司：９人は厳重

注意、戒告処分 

 

14 公金管理・ 

団体会計 

支所の元会計係長が診療所からの納

入済通知書などの領収印を改ざんし、

診療所の窓口一時負担金など 106

件、計約 647 万円を横領し、一時流用

していた。 

 

 本人：懲戒免職  

15 公金管理・ 

団体会計 

市営プールの利用料を集計する際に

券売機から一部を抜き取り、計約 750

万円を着服した。 

 

 本人：懲戒免職  

16 公金管理・ 

団体会計 

国民健康保険の高額医療費の支給

（被保険者が医療機関窓口で自己負

担分を支払った後、所得や年齢に応

じた限度額の超過分を払い戻す）を担

当する職員が、課長の印鑑を勝手に

持ち出し、受給資格のない知人の架

空申請書類を作成し、口座に高額医

療費を振り込む手口で６年間に約１億

６千万円の公金詐欺をはたらいた。懲

役５年 

・11 年以上同じ部

署で勤務し、上司

の退職や制度改

正が繰り返される

中で、「頼りになる

ベテラン」として、

一人で事務を執

っていた。 

本人：懲戒免職 ・公金支出窓口を

会計責任者に一

本化し、出納室や

財政グループな

ど複数の目が入

るようにした。 

・現金払いをやめ、

口座振込のみとし

た。 

・高額医療費では

「対象者の抽出」

と「申請受付」の

担当者を別にし、

二重のチェックが

働くようにした。 

17 公金管理・ 

団体会計 

児童養護施設を運営する事務組合の

事務担当の市職員が会計課に経費を

請求する際に、上乗せ、架空の伝票を

使うなどの手口により総額 1,500 万円

の公金をだまし取った。共済組合など

の預かり金の口座を利用 

 

 本人：懲戒免職 

上司：戒告処分 

・管理体制の改善 
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№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

18 公金管理・ 

団体会計 

預かっていた課長や係長の印鑑を使

って、経理支出決定書などに無断で

押印し、郵便切手代約 706 万円を横

領した区役所職員が起訴された（市算

定の総損害額 1,043 万円）。 

・上司の切手代金

未払いの放置な

ど不十分なチェッ

ク体制（台帳の切

手枚数と現物の

数量の確認を怠

っていた。 

本人：懲戒免職 

上司：厳重文書

訓戒処分 

・切手などの保管

量を適正化した。

・各所属の保管量

を毎月把握するよ

うにした。 

・同一職員に長期

に担当させないよ

うにした。 

19 公金管理・ 

団体会計 

早朝や夜の閉庁時間帯に架空の返金

処理を行ってレジを不正に操作するこ

とにより、住民票の写しなど各種証明

書の発行手数料約 383 万円を着服し

た。 

 

 

 

 

・レシートの金額と

レジ内の金額に

差異が生じない

ため、不正操作を

見抜けなかった。

・課長等がレジ内

の記録紙を確認

していなかった。 

本人：懲戒免職  

20 公金管理・ 

団体会計 

滞納徴収業務を担当する納税相談員

の元嘱託職員が、徴収した市民税な

どについて、計 73 人の市民から計約

514 万円を着服。納付した市民には正

しい金額の領収書を手渡し、市に提

出する領収書の控えを改ざんし徴収

額よりも少ない金額を報告していた。

横領容疑で逮捕 

 

  ・公金のチェック体

制の見直し 

21 公金管理・ 

団体会計 

児童家庭課の元職員が乳幼児医療費

助成制度（小学校入学前の児童が通

院治療などにかかった費用の一部を

還付するもの）の「償還払い」（保護者

に直接助成金を支払い）を悪用して、

医療機関の領収書を偽造したり、架空

の市民の名前を端末入力したりして計

109 件、約 1,937 万円を自分や家族名

義の８つの銀行口座に振り込ませ着

服した。 

・事務を１人で担当

し、架空データの

入力などを自由

に行うことができ

た。 

本人：懲戒免職  
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№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

22 公金管理・ 

団体会計 

消防職員が自宅を新築中に入居して

いたアパートの住宅手当を新居完成

後も受け取り続けた。 

    ・公金に対する指

導の徹底 

23 公金管理・ 

団体会計 

旅費、食糧費などにより裏金資金プー

ルした。 

    ・県再生プログラム

24 職員倫理 親族の死亡や子どもの病気を装い市

職員が服喪休暇などを不正取得した。

市は、新たに 103 人が不正取得を自

主申告し、うち故意に虚偽申請してい

た 15 人を停職や減給などの懲戒処分

とし、子どもが病気と偽り看護休暇を４

回不正取得していた区役所の女性職

員を停職１カ月の処分とした。 

・制度の徹底不足

と管理職の認識

の甘さ 

・申請書に正確な

続柄明記を求め

ていなかった 

停職、減給など

の懲戒処分 

・ 制度の徹底と理解

・管理職の指導 

25 職員倫理 駅通路エスカレーター事故で、建設局

総務部の主査（57）と、上司の課長

（57）は、事故当日の夜、警備会社か

ら二度ほど事故の連絡があり、一度は

課長に連絡したが、被害の状況を把

握せず、市職員を現場に向かわせる

などの迅速な対応をとらなかった。 

・職員としての自覚

と責任感の欠如 

・課長は主査の指

揮監督に不行き

届き 

戒告処分・文書

訓戒・文書注意 

 

26 職員倫理 仮病を理由に欠勤し、妻と遊園地に旅

行した、技能員の男性（40）を停職 10

日の懲戒処分とした。 同市によると、

職場に電話で「体調が悪いので休む」

と嘘の欠勤を届け、 男性は数年前に

も勝手に欠勤し、戒告の懲戒処分を

受けている。 

・有給休暇が足り

なくなっても旅行

したかったという

身勝手な考え 

本人：停職 10 日  

27 職員倫理 職務怠慢で生活保護担当職員を懲戒

処分とした。  

 ３年間、事務処理の遅れから多くの

所得申請書を放置、約 1,012 万円（38

件）に上る未払いと約 2,300 万円（43

件）もの過払いを発生させた。 

 

・職務怠慢 本人：停職６カ月 

上司：減給１カ月 

 

28 職員倫理 通勤、住宅、扶養３手当 1,360 万円:

職員 52 人が不正受給 

・認識不足、チェッ

ク態勢の甘さ 

分限懲戒審査会

で処分を検討中 

 



- 50 - 

№ 区分 不祥事内容 原因または背景 処分内容 対策 

29 職員倫理 勤務中に職場を離れて女性とラブホテ

ルに行っていたほか、公金約 287 万円

を不正に流用したなどとして懲戒免職

処分とした。不正流用に関与した部下

や気付かなかった上司６人も減給など

の処分とした。 

  本人：懲戒免職 

上司：減給 

 

30 職員倫理 女性教諭が勤務時間中に乗馬レッス

ンに通い懲戒免職とした。 年次休暇

を取得せずにレッスンを受けた回数は

91回（211.5時間）で、給与に換算する

と約 43 万円になる。同校長について

も、監督責任を問い懲戒戒告処分とし

た。 

 

・認識不足、チェッ

ク態勢の甘さ 

本人：懲戒免職 

上司：懲戒戒告

処分 

 

31 職員倫理 福祉課の男性職員が生活保護を受け

る 60 歳代の女性に借金し返済してい

なかった。 「公務員倫理に反する」と

して、職員を減給５カ月・10 分の１とす

る懲戒処分を発表した。当時の保健

福祉部の上司３人を口頭注意・指導し

た。市長も７月の市長報酬の壱拾分の

１を減額 

・公務員倫理 本人： 減給５ カ

月・10 分の 1 

上司：３人を口頭

注意 

市長：報酬の 10

分の1減額1ヶ月 

 

32 職員倫理 電車内で女性の体を触り、県迷惑防

止条例違反（痴漢）により逮捕された。

４月６日に略式起訴され、簡易裁判所

から罰金 50 万円の略式命令を受けた

もの 

 

  本人：停職 6 ヶ月  

33 職員倫理 女性のスカート内にデジタルカメラを

差し入れて隠し撮りを行い、県迷惑行

為防止条例違反で逮捕され、５月 15

日に簡易裁判所から罰金20万円の略

式命令を受けた。 

  本人：停職 2 ヶ月  

34 職員倫理 市内ホームセンターにおいてペンライ

トほか１点，総額 2,078 円相当を万引

きし，現行犯逮捕された。 

  本人：停職12ヶ月  

 



係 長 係

款

　　　時　　　分から　　時　　　分

予算執行伺（中津川市予算の編成及び執行に関する規則　第14条）

会計管理者 課長補佐

目

設 計 金 額

予 算 額

予算科目 項 細節節

保 証 金

仕 様 書 番 号

件 名
（ 契 約 名 ）

公     印     承     認

予　算　執　行　伺

平 成 年 月 日

課 長

照　　合

平 成 年 月 日決裁

課長補佐

決裁区分 市長

次 長

平 成 年 月 日 施行

部 長

起案

浄　　書

起　案　者

　　職　氏　名　　　　　　職　員

　　　　　　部　　　　　　　　課　　　　　　　　　　　電話（内線）　

平成　　　年度 会計名 一般会計

市　長

財 政 担 当 課

合　　議

副市長

平成　　　年　　月　　日　　　　　　　時　　　分

入 札 予 定 日

現場説明予定日及び
仕 様 書 閲 覧 予 定 日

指名業者選定予定日

平成　　年　　月　　　日

前払金
合　議

会計課長

平成　　年　　月　　　日

支 払 方 法

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入札保証金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約保証金

保 存 年 月

文書番号

保存期間

 -   -   -

履 行 場 所

履 行 期 限

契 約 方 法

事 業 名 　　　　　　　　　　　　　　　　事業

年　度

永 10 5 3 1

契約締結日　から　平成　　　年　　　月　　　日　まで

副市長 部長
第　　　　　　　　号

平成   年   月   日
課長

分 類 番 号
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分 類  
文 書 
番 号 第 号決裁区分 

  市長  副市長  部長  課長 保 存

年 数

永  10  ５ 
３  １ 廃 棄 年３月

起案 平 成   年  月  日 決裁 平成  年 月  日 施行 平成  年 月  日

浄 書 照 合 起     案     者 
  

総務部  行政管理課   電話  内線（４３８） 

公印使用件数 

      件 

公印承認 

 職 氏 名  職員            ○印 

市 長 副 市 長 部 長 次 長 課 長 統括主幹 課長補佐 係 長 係 

  
       

    部   課     

    部   課 
       

合 
 
 

議 

    部   課 
       

件 名 
 

 
 

伺 い

供 覧

報 告

  

中 津 川 市 

起案用紙 （中津川市公文書規程 第１６条）



確認日時 　平成　　　年　　　月　　　日
確認者氏名 印

部長 課長 課長補佐 共通項目

□ □ □ 執行に当たり、担当が複数確保されているか。

□ □ □ 履行場所の確認を行ったか。履行場所は適切か。

□ □ □ 発注時期、工期の設定は適正か。

□ □ □ 契約の前に事業を執行していないか。

□ □ □ 特定の業者の排除、特定の業者の参入を意図的にしていないか。

□ □ □ 見積期間は適正か。

□ □ □ 積算の数量・単価等のチェックを複数で行ったか。

□ □ □ 参考見積りは、所定の手続きにより複数の会社に依頼しているか。

□ □ □ 積算資料等を机上に放置していないか。

□ □ □ 積算担当課への部外者立ち入りについて、制限措置をとっているか。

競争入札の場合

□ □ □ 特定の業者が有利又は不利となるような競争参加条件となっていないか。

□ □ □ 実施種別、発注等級は適正か。

□ □ □ 実施手順、期間は適正か。繰越手続きの期間、検査のための期間が確保
されているか。

□ □ □ 恣意的に分離・分割発注するための契約措置を請求していないか。

随意契約の場合

□ □ □ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合に相当するか。

□ □ □ 随意契約の理由が正当か。理由が具体的かつ詳細に記載されているか。

□ □ □ 随意契約の相手方の選定は適正か。

□ □ □ 緊急に実施する必要がある随意契約について、所定の手続きはを行っているか。

□ □ □ 少額随意契約は適正か。故意に分割していないか。

□ □ □ 少額随意契約の場合、見積書の徴収依頼は２社以上としいるか。

変更契約の場合

□ □ □ 変更伺いの時期は適切か。工期末に一括して変更契約していないか。

□ □ □ 変更設計の図書を複数の職員によりチェックされているか。

□ □ □ 変更する箇所を現地で確認した。

チェックシート【予算執行伺用】 例
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確認日時 　平成　　　年　　　月　　　日
確認者氏名 印

部長 課長 課長補佐 完成払い

□ □ □ 完了まで複数の担当で執行したか。

□ □ □ 施工場所の確認、物品購入契約の履行確認は、的確に実施されているか。

□ □ □ 工期内に完了できたか。

□ □ □ 本来別途発注すべき内容を、検討もされないまま安易に増工指示をしていないか。

□ □ □ 段階確認は適切か。特に完成後に目視できない部分の確認は適切か。

□ □ □ 検査は客観的な判断により行われているか。受注会社の担当が旧知の場合など
対応が甘くなっていなかったか。

□ □ □ 完成届（納品書）等の提出後の完了確認及び検査の時期は適正か。

□ □ □ 検査調書の作成は適切か。

□ □ □ 請求書受領後、適正な期間内に支払いが行われるか。

前払い・部分払い

□ □ □ 出来高部分払方式にあって、特記仕様書、現場説明書への記載は行われているか。

□ □ □ 請求書受領後、適切な期間内に支払いが行われているか。

□ □ □ 出来高の確認は、適正に行われているか。

□ □ □ 前払いの請求額割合は適正か。

チェックシート【支払命令用】 例

-54-



- 55 - 
 

 中津川市不祥事防止チェックシート  

公務員としての法令遵守について 

 

□ １ 市民全体の奉仕者であることを自覚し、公僕として公平・公正に職務を執行するととも

に、公務員倫理を意識し行動していますか。 

 

□ ２ 公務員としての地位を利用して選挙運動に関わったり、政治的行為の制限に抵触するよ

うなことをしていませんか。 

 

□ ３ 職務の遂行に当たって、法律、条例などの関係法令を守り、適正に執行していますか。 

 

□ ４ 交通法規を守り、交通事故を起こさないよう常に緊張感を持って運転をしていますか。 

 

公務に関連して 

 

□ ５ 公私の別を明らかにしていますか。その職務や地位を私的利益のために利用していませ

んか。 

 

□ ６ 利害関係者と共に飲食したり、贈答品を受け取るなど、市民の疑惑や不信を招くような

行為をしていませんか。 

 

□ ７ 公金の管理や許認可事務等については、複数の職員が関与して適正に行っていますか。 

 

□ ８ 情報管理をしっかりと行っていますか。職場から個人情報等を無断で持ち出していませ

んか。 

 

公務外の行動について 

 

□ ９ 勤務時間外であっても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行

動していますか。 

 

□ 10 借金をして、過度の遊興にふけったり、ギャンブルにお金をつぎ込んでいませんか。 

 

□ 11 借金については、余裕を持った返済計画を立てていますか。無理な返済や、多重債務を

していませんか。 
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□ 12 過度の飲酒等で、仕事に支障を生じているようなことはありませんか。 

 

□ 13「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を自分だけでなく周りの人達にも徹底していますか。 

 

不祥事に対する意識について 

 

□ 14 不祥事を起こしたとき、どのような懲戒処分が課せられるか知っていますか。 

   ※ 中津川市例規集―中津川市職員の懲戒処分に関する基準―別表１ 

 

□ 15 職務の遂行に当たって不正や不祥事を見つけたときは、隠したりすることなく、速やか

に職場に報告するなど適切に対応できますか。 

 

□ 16 職場で、「不祥事防止」に関する話題を取り上げるなど、不祥事の防止について常に意識

していますか。 

 

□ 17 上司や同僚、部下とのコミュニケーションを意識的に図るよう努めていますか。 

 

□ 18 不祥事を起こしたとき、あなたの職場や市行政全体にどのような影響を及ぼすか考えた

ことはありますか。 

 

□ 19 不祥事を起こしたとき、家族や親戚など、あなたの最も大切とする人たちがどれほど辛

い目に遭うか考えたことはありますか。 

 

（管理監督者） 

□ 20 率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚して、部下職員に

対する指導監督を行っていますか。 

 

 

 

 

 

 私は、上記チェックシート各項目について確認し、チェックしました。 

 

 平成   年   月   日 

 

 

         氏 名（自筆）                    



- 57 - 

 

中津川市不祥事再発防止委員会設置要綱 

 （設置） 
第１条 公金詐欺容疑で本市職員が逮捕された不祥事を重く受け止め、このような不祥事が２度

と発生しないよう具体的な不祥事防止策を策定するため、中津川市不祥事再発防止委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 職員の不祥事を防止するための具体的な方策に関すること。 
(2) 不祥事を発生させない職場環境づくりの方策に関すること。 

 (3) その他必要な調査検討に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 
２ 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 
  
 （委員長及び副委員長） 
第４条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。 
２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。 
 
 （会議） 
第５条 委員会は、委員長が招集する。 
 
 （作業部会） 
第６条 第２条に規定する委員会の所掌事務を調査し、及び研究するため、委員会に作業部会を

置く。 
２ 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 
３ 部会員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 
４ 部会長及び副部会長は各１人とし、部会員の互選によってこれを定める。 
５ 前２条の規定は、作業部会に準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」、

「委員会」とあるのは「作業部会」、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものと

する。 
 
 （ワーキンググループ） 
第７条 前条第１項に規定する事項に係る資料の収集その他必要な作業を行うため、作業部会に

次に掲げるワーキンググループを置く。 
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 (1) 工事・委託契約グループ 
 (2) 物品購入契約グループ 
 (3) 公金管理・団体会計グループ 
 (4) 職員倫理グループ 
 (5) 他山の石グループ 
２ ワーキンググループは、座長及びメンバーをもって組織する。 
３ メンバーは、副委員長又は委員が指名する職員をもって充てる。 
４ 座長は、メンバーの互選によってこれを定める。 
５ 座長は、ワーキンググループを召集し、会議の議長となる。 
 
 （庶務） 
第８条 委員会の庶務は、総務部行政管理課において処理する。ただし、ワーキンググループに

係る庶務を担当する部署は、各ワーキンググループの協議により定める。 
 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年１月２６日から施行する。 
 
別表第１（第３条関係） 

区  分 役     職 
委員長 副市長 
副委員長 総務部長 
委員 理事 
委員 企画部長 
委員 健康福祉部長 
委員 生活環境部長 
委員 産業振興部長 
委員 文化スポーツ部長 
委員 基盤整備部長 
委員 水道部長 
委員 病院部長 
委員 教育次長 
委員 議会事務局長 
委員 消防長 
委員 山口総合事務所長 
委員 坂下総合事務所長 
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委員 川上総合事務所長 
委員 加子母総合事務所長 
委員 付知総合事務所長 
委員 福岡総合事務所長 
委員 蛭川総合事務所長 

 
別表第２（第６条関係） 

役     職 
総務部秘書課長 
企画部広報広聴課長 
健康福祉部障害援護課長 
生活環境部市民課長 
産業振興部農業振興課長 
文化スポーツ部生涯学習課長 
基盤整備部建設課長 
水道部水道課長 
病院部坂下病院病院総務課長 
教育委員会事務局教育企画課長 
議会事務局庶務課長 
消防本部消防総務課長 
坂下総合事務所企画振興課長 
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中津川市不祥事再発防止対策評価・提言委員会委員名簿 

   代表監査委員        鷹見 幸久 
   元行政改革委員会副委員長  倉野  仁 

   元区長会連合会副会長    鷲見 栄一 
 

 

中津川市不祥事再発防止委員会委員名簿 

             H21.3.31 まで     H21.4.1 から 
副 委 員 長 副 市 長     水野  賢一     水野  賢一 
副 委 員 長 総務部長     林    博和     林    博和 
委      員 理  事                宮崎   哲 
     理  事     勝    佳朗     勝    佳朗 
     企画部長     五十棲 正博     安部  成信 
     健康福祉部長     張山 あけ美     桂川  和英 
     生活環境部長     小縣  正幸     小縣  正幸 
     産業振興部長     安部  成信     西尾 多津夫 
     文化スポーツ部長    近藤  信幸     近藤  信幸 
     基盤整備部長     柘植  達樹     丸山  裕章 
     水道部長     桃井  良夫     櫻井  邦彦 
     病院部長     井口  芳明     桂川  一二 
     教育次長     大井  文高     可知  達也 
     議会事務局長     市岡  幹朗     市岡  幹朗 
     消 防 長     松葉  和正     松葉  和正 
     山口総合事務所長    水野  克司     張山 あけ美 
     坂下総合事務所長    鎌田  隆二     鎌田  隆二 
     川上総合事務所長    井口   実     井口   実 
     加子母総合事務所長   熊澤  博志     桃井  良夫 
     付知総合事務所長    小池  和廣     小池  和廣 
     福岡総合事務所長    杉山  克美     杉山  克美 
     蛭川総合事務所長    柘植  貴敏     柘植  達樹 
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作業部会構成員名簿 

■ 作業部会 

部会長   会計管理者      木村   修 
企画部政策調整監   加藤  文明  

   同    総務部人事課長    市岡   清 
 
■ 工事・委託契約担当 

企画部調整監        山内  鐐司 責任者 
水道部水道課長       西尾  友秀  副責任者 
健康福祉部障害援護課長   西尾  清貴  
産業振興部農業振興課長   佐藤    正  

 
■ 物品購入契約担当 

生活環境部市民課長    後藤  政敏 責任者 
行政改革推進課長      田立  三博 副責任者 
企画部政策調整監    加藤  文明  
病院事業部総務人事課長   千村  泰史  

 
■ 公金管理・団体会計担当 

企画部広報広聴課長    齊藤  信広 責任者 
文化スポーツ部生涯学習課長 永田  利幸 副責任者 
会計管理者       木村   修  

 
■ 職員倫理担当 

議会事務局庶務課長    坂巻  和良 責任者 
北消防署長        内藤  龍志  副責任者 
総務部人事課長    市岡   清 
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ワーキンググループ構成員名簿 

■ 工事・委託契約グループ 

基盤整備部農林整備課長補佐      林    達次  座 長 
健康福祉部障害援護課長補佐       足立    修  副座長 
総務部契約管財課管財係長        早川  泰典  事務局 
基盤整備部建設課道路建設係長      武川  鉱三  事務局補佐 
水道部下水道課管理係長         長瀬     修  同 
教育委員会教育企画課学校環境係長    伊藤  公一  同 
総務部契約管財課長           勝    宏児   進捗管理担当 

■ 物品購入契約グループ 

病院部市民病院病院総務人事課主査    古田  永次   座 長 
消防本部消防総務課庶務係長       佐藤  貞幸  副座長 
坂下総合事務所基盤整備課長補佐  松原  幸夫  事務局 
企画部税務課資産税係長         曽我  義信  事務局補佐 
教育委員会幼児教育課幼児教育係長    加藤  武男  同 
総務部行政改革推進課行政改革推進係長  小椋  匡敏    進捗管理担当 

■ 公金管理・団体会計グループ 

企画部税務課長補佐           渡辺  章恵  座 長 
産業振興部林業振興課長補佐       山本  晶久  副座長 
企画部コミュニティ課長補佐       桂川  利也  事務局 
文化スポーツ部文化振興課長補佐     西尾  要一  事務局補佐 
会計課審査係長          楯   京子   同 
監査委員事務局次長           岡本 哲典   進捗管理担当 

■ 職員倫理グループ  

産業振興部工業振興課長補佐       川合    敦  座 長 
健康福祉部健康医療課健康支援係長    古田  律子  副座長 
総務部人事課職員係長          松原  康史  事務局 
水道部業務管理課料金係長        小川  利幸  事務局補佐 
基盤整備部都市整備課計画係長      今井    亨   同 
総務部人事課長補佐           嶋崎  雅浩   進捗管理担当 

■ 「他山の石」グループ 

 企画部地域振興課主任主査        吉村  伸広  座 長 
付知総合事務所企画振興課企画係長  三尾  正浩   副座長 
生活環境部生活安全課主任主査      野村  充久  事務局 
文化スポーツ部スポーツ課国体推進係長   松井  嘉之  事務局補佐 
産業振興部商業振興課主任主査      張山  知宏  同 
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事 務 局 

■ 総務部行政管理課 

 行政管理課長      伊藤  和通 
 行政管理課長補佐    曽我    悟 
 行政係長        小関  智幸 
 主任          金澤  政延 
 主任          井口  正史 
 主任          石原    豊 
 
 

不祥事再発防止委員会組織図 
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